
○

農
水
産
業
協
同
組
合
貯
金
保
険
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
五
十
三
号
）
（
附
則
第
四
十
二
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
貯
金
等
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
貯
金
等
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

農
林
債
券
（
農
林
中
央
金
庫
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
九
十
三
号
）
第
六

四

農
林
債
券
（
そ
の
権
利
者
を
確
知
で
き
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も

十
条
の
規
定
に
よ
り
発
行
さ
れ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
権
利
者
を
確
知
で

の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
発
行
に
よ
り
払
込
み
を
受
け
た
金
銭

き
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
発
行
に

よ
り
払
込
み
を
受
け
た
金
銭

３
～
10

（
略
）

３
～
10

（
略
）

（
資
本
金
）

（
資
本
金
）

第
五
条

（
略
）

第
五
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

農
林
中
央
金
庫
は
、
農
林
中
央
金
庫
法
第
五
十
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

３

農
林
中
央
金
庫
は
、
農
林
中
央
金
庫
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
九
十
三
号
）

、
機
構
に
出
資
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
十
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
機
構
に
出
資
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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